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２ 端末の整備・更新の考え方 

端末の損傷率が加速度的に増加していることから、予備機による補填が間に合わなくな
ることが明白であるため、毎年度小学校課程新入学児童と 6 年生分を購入により更新整
備する。 
途中転入者に関しては予備機にて対応する。 
 

３ 更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について 
原則、処分対象の端末は稼働不能となったものとする。ディスプレイの破損など一部部
品が破損した端末は、他端末の修理用部品として保管する。ただし、破損した部品は美
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咲町が設置する小型家電回収ボックスにより回収処分を行う。 
通常使用しない端末や OS サポートが切れた端末は OS を載せ替え学校のみならず、図
書館、児童館など幅広くインターネット閲覧用端末として使用する。 
（更新対象端末） 
令和６年度：９２台（うち、処分数２７台） 
令和７年度：９５台（うち、処分数２８台） 
令和８年度：９０台（うち、処分予定数１０台） 
令和９年度：７１台（うち、処分予定数８台） 
令和１０年度：４９１台（うち、処分予定数５０台） 

４ 端末のデータの消去方法 
自治体職員が行う。 

５ スケジュール（予定） 
令和 7 年 4 月 新規購入端末の使用開始（令和 6 年度小学校課程入学者） 
令和７年９月 新規購入端末の使用開始（令和７年度小学校課程入学者） 
令和８年９月 新規購入端末の使用開始（令和８年度小学校課程入学者及び 6 年生） 
令和９年９月 新規購入端末の使用開始（令和８年度小学校課程入学者及び 6 年生） 
令和 10 年９月 新規購入端末の使用開始（令和８年度小学校課程入学者及び 6 年生） 
 
 


